
淀川町内会役員会資料 202４年 2 月 29 日 

淀川町内会・福祉会 

                            会長代行 髙橋俊博 

１．開会のことば 光学区民憲章 

２．会長代行あいさつ 

 

３． 今年度の主な実施行事と今後の予定 

日 付 行 事 名 備  考 

4 月 2 日(日) 資源回収 あけぼの子ども会 

4 月 16 日(日) 淀川町内会定時総会 光交流館 

4 月 29 日(土) 淀川寿栄会定時総会 光交流館 

５月 24 日(水) 子ども広場 保険更新 東京海上日動 

6 月 4 日(日) 町内一斉清掃・芦田川河川敷清掃 町内・芦田川河川敷 

6 月 11 日(日) 資源回収 あけぼの子ども会 

6 月 12 日(月) 役員会 光交流館 

7 月 9 日(日) バーベキュー懇親会 子ども広場 

8 月 5 日(土) 光学区盆踊り 光小学校グラウンド 

9 月 3 日(日) 資源回収 あけぼの子ども会 

9 月 10 日(日) 草戸八幡神社例大祭・神輿渡御 子ども広場 

10 月 17 日(日) 学区民運動会 光小学校グラウンド 

10 月 22 日(日) 町内一斉清掃 芦田川水路の清掃は市に依頼 

11 月 4 日(土) 光学区敬老会 光小学校体育館 

11 月 17 日(金) 住民学習・役員会 

「心ゆたかに生きる」DVD鑑賞・意見交換 

光交流館 

11 月 23 日(木) 憩いの広場～よどフェス 2023～ 

・黒板チョークアート 

・昔のあそび 

・天ぷらうどん・焼き鳥・そのた 

子ども広場 

 

11 月 26 日(日) 光学区防災訓練 

「隣近所で声をかけあいみんなで避難」 

子ども広場 

12 月 3 日(日) 資源回収 あけぼの子ども会 

光 学 区 民 憲 章 

1. 笑顔であいさつ 元気で明るいまちを つくりましょう 

1. 声をかけあい助け合い 安心なまちをつくりましょう 

1. 国宝と遺跡のまちを愛し 誇りをもちましょう 

1. 芦田川を大切にし マナーと心がけで きれいなまちをつくりましょう 

1. 子どもたちのために 未来へ続く光学区を つくりましょう 



12 月 14 日(木) 消火器の点検・交換 消火器５個交換 

12 月 14 日(木) 15 組カーブミラー清掃 交換を市にお願い 

12 月 28・29 日 年末夜警 ボランティアにて実施 

1 月 1 日(月) 光学区初日の出遥拝 草戸山公園 体育会 

1 月 7 日(日) 光学区とんど祭り 光小学校グラウンド 

2 月 25 日(日) 光学区健康ウオーキング大会 明王院・草戸稲荷５ｋｍコース 

2 月 29 日(木) 役員会 令和５年度役員役員会 

3 月 3 日(日) 寿栄会・光福会合同研修会 瀬戸老人福祉センター 

3 月１７日(日) 光老連 グラウンドゴルフ大会 光小学校グラウンド 

3 月 19 日(火) 役員会 新年度役員会 午後 7 時より 

3 月２４日(日) 奉仕活動「こども広場」の清掃 こども広場 

4 月 21 日(日) 令和 6 年度淀川町内会定時総会 光交流館 午前 10 時より 

随時 ごみステーションの改善  

 

４． 今年度の町内会費の使用状況・・・・・別紙参照 

 

５．現在会員世帯数・・・・153 世帯 

A ブロック B ブロック C ブロック D ブロック 

1 組 11 5 組 1２ 9 組 12 13 組 13 

2 組 10 6 組 4 10 組 10 14 組 11 

3 組 11 7 組 1２ 11 組 15 15 組 11 

4 組 10 8 組 11     

計 42 計 39 計 37 計 35 

        

６．令和６年度新役員の選任 

（１）各組長・副組長（衛生委員）の任期は 1 年ですが総会終了（4/２１）まで活動願います。 

（２）組長・副組長以外の任期は 2 年ですので引き続きもう 1 年よろしくお願いします。 

（３）次年度の組長・副組長（衛生委員）の役員を各組で選任してくださいしてください。（依頼

済） 

・新役員の氏名と組と電話番号とをお知らせください。 

・役員の表札を次期役員にお渡しください。家の入口に掲示していただくよう依頼してくだ

さい。(床置きは紛失のもとです。)紛失している場合はお知らせください。 

・次期の組役員さんに組内での事情などお伝え・引継ぎをお願いします。 

併せて 3/１９(火)午後 7 時からの新役員予定の方の打合せを光交流館で実施する事 

をお伝え願います。 

 

 

 



７．課題とお願い 

（１）ごみステーションはそれぞれの利用者によって維持管理をしてください。 

・各所輪番制等で維持管理をお願いします。 

・管理に必要な物資（掃除道具・当番名札板 等）は町内会で準備します→会長まで。 

・ゴミ出し置き場のネットが古くなったり、改善の要望があれば会長まで。 

（２） 町内会未加入世帯への会員加入勧奨。（入会の手続きは組長→ブロック長→会長まで） 

（３） 道路陥没など行政に依頼することがあればお知らせください。 

（４） 来年度の町内会活動についてご要望をお知らせください。 

 

８．町内会組織の再検討 

今後、町内会の活動を活発にしていくには、多くの方の協力が必要になります。 

来年度に向けて、町内会組織の見直しを行います。 

以下の様な組織をつくり、各部長は副会長と考えています。 

・福祉部          ・総務企画部 

・体育部         ・防火部 

・防災部         ・交通安全部 

・環境衛生部 

 

9．総会に向けての資料提出のお願い 

（１）寿栄会・体育会・子ども会の役員変更の場合は、3/１０(日)までに会長にお知らせくだ

さい。変更の無い場合も連絡をお願い致します。 

（２）下記の組織は 3 月 10 日(日)までに決算報告書を提出して下さい。 

   また、来年度の事業予定が決まった時点で、事業予定の提出をお願い致します。 

・淀川寿栄会 

・淀川体育会 

・あけぼの子ども会 

   

１０．各部連絡・報告  

・寿栄会 

・子ども会 

・体育会 

・神社総代 

・交通安全  

    

１１．相談役より閉会のことば 

 

◇今年度の役員の方々には一年間ご苦労様でした、引き続き町内会へのご支援・ご協力をよろしく

お願いします。 


